
厚
生
省
医
務
局
編
酔
医
制
百
年
史
（
昭
和
五
十
一
年
刊
）
の
年
表
に

よ
る
と
、
明
治
二
年
二
月
十
二
日
、
政
府
相
良
知
安
ら
の
進
言
に
よ

り
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
を
決
定
す
。
同
年
十
二
月
十
五
日
大
学
校
を

大
学
と
し
開
成
学
校
を
「
大
学
南
校
」
と
し
医
学
校
「
大
学
東
校
」

と
改
称
。
明
治
三
年
十
月
二
十
五
日
大
学
に
皇
漢
医
道
御
用
掛
を
設

置
。
明
治
四
年
七
月
十
八
日
大
学
を
廃
し
文
部
省
を
設
置
、
同
年
十

一
月
十
二
日
、
長
与
専
斎
、
岩
倉
特
使
の
随
員
と
し
欧
米
の
医
事
制

度
調
査
の
た
め
出
発
、
明
治
五
年
二
月
十
一
日
文
部
省
に
医
務
課
を

設
置
、
明
治
六
年
三
月
四
日
、
長
与
専
斎
欧
米
の
医
事
制
度
調
査
か

ら
帰
国
、
三
月
二
十
三
日
、
文
部
省
医
務
課
を
医
務
局
に
昇
格
、
六

月
十
三
日
、
長
与
専
斎
医
務
局
長
と
な
る
。
十
一
月
十
日
、
内
務
省

を
設
置
、
十
二
月
二
十
七
日
、
医
制
の
稿
が
成
り
太
政
官
に
医
制
施

行
方
を
上
申
。
明
治
七
年
三
月
二
日
、
医
制
施
行
に
つ
き
太
政
官
に

伺
う
。
三
月
七
日
左
院
、
医
制
は
三
府
に
て
徐
倉
に
施
行
方
及
び
各

内
務
省
衛
生
局
雑
誌
の
内
容谷

津
三
雄

,伊

地
方
に
つ
い
て
は
当
分
見
合
わ
せ
る
旨
を
決
議
、
三
月
十
二
日
、
太

政
官
よ
り
医
制
を
三
府
に
て
先
以
っ
て
実
施
す
べ
き
旨
を
許
可
。

八
月
十
八
日
、
医
制
（
七
十
六
条
）
を
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
三

府
に
布
達
し
、
こ
れ
が
、
わ
が
国
の
近
代
的
衛
生
行
政
度
の
濫
膓
で

あ
る
。
八
月
二
十
三
日
、
医
務
取
締
（
医
制
七
条
）
設
置
を
東
京
府

に
布
達
、
明
治
八
年
一
月
二
十
三
日
、
陸
軍
軍
医
条
例
を
制
定
、
二

月
十
日
医
術
開
業
試
験
（
医
制
三
十
七
条
）
の
施
行
に
つ
い
て
三
府

に
布
達
、
五
月
十
四
日
、
医
制
を
改
正
。
医
制
（
五
十
五
条
）
を
三

府
に
布
達
、
六
月
二
十
八
日
、
衛
生
行
政
事
務
を
文
部
省
よ
り
内
務

省
に
移
管
、
七
月
四
日
、
内
務
省
に
第
七
局
を
設
置
し
衛
生
事
務
を

所
管
、
七
月
十
七
日
、
第
七
局
を
衛
生
局
と
改
称
し
、
庶
務
、
製

表
、
売
薬
、
種
痘
、
出
納
の
五
課
を
置
く
。
十
二
月
二
十
五
日
、
薬

舗
、
開
業
試
験
の
施
行
に
つ
き
東
京
、
大
阪
、
二
府
に
布
達
。
四
月

二
十
七
日
、
衛
生
局
雑
誌
を
発
行
。
こ
れ
が
、
わ
が
国
最
初
の
衛
生

行
政
雑
誌
で
あ
る
。

演
者
ら
が
蔵
す
る
こ
の
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
は
第
一
号
（
明
治
九

年
四
月
二
十
七
日
発
行
）
か
ら
第
三
十
七
号
（
明
治
十
五
年
六
月
二
十
五

日
発
行
）
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
第
一
号
か
ら
第
十
号
（
明
治
十
年

十
月
）
ま
で
の
計
十
冊
を
資
料
と
し
、
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
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特
に
第
四
号
に
は
「
明
治
八
年
四
月
ヨ
リ
同
九
年
六
月
迄
開
業
免

状
ヲ
授
与
セ
ル
医
師
人
名
」
が
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
の
人
名
が
お

そ
ら
く
医
制
に
も
と
づ
く
最
初
の
医
師
人
名
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

第
八
号
に
は
「
明
治
九
年
六
月
ヨ
リ
十
年
二
月
マ
デ
開
業
免
状
を
授

与
セ
ル
医
師
人
名
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
医
師
と
そ
の
診
療

刊
日
の
記
載
も
み
ら
れ
な
い
。

第
一
号
“
明
治
九
年
四
月
二
十
七
日
発
行
二
十
。
ヘ
ー
ジ

第
二
号
覗
明
治
九
年
七
月
六
日
発
行
三
十
五
。
ヘ
ー
ジ

第
三
号
“
明
治
九
年
九
月
二
十
三
日
発
行
三
十
五
・
ヘ
ー
ジ

第
四
号
“
明
治
九
年
十
一
月
九
日
発
行
三
十
六
・
ヘ
ー
ジ

第
五
号
》
明
治
九
年
十
二
月
十
四
日
発
行
二
十
八
。
ヘ
ー
ジ

第
六
号
》
明
治
十
年
四
月
二
十
日
発
行
三
十
八
。
ヘ
ー
ジ

第
七
号
恥
明
治
十
年
五
月
二
日
発
行
三
十
二
・
ヘ
ー
ジ

第
八
号
如
明
治
十
年
六
月
二
十
九
日
発
行
三
十
六
。
ヘ
ー
ジ

第
九
号
”
明
治
十
年
七
月
十
一
日
発
行
三
十
五
ペ
ー
ジ

第
十
号
叩
明
治
十
年
十
月
発
行
十
三
・
ヘ
ー
ジ

で
定
期
刊
行
言
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
第
十
号
に
は
発

わ
が
国
に
お
け
る
近
代
医
学
の
揺
ら
ん
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
所
を
中
心
に
報
告
す
る
。

b，
0

（
日
本
大
学
松
戸
歯
学
部
）
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